
■問合せ先　教育委員会  学校教育課  幼児保育庶務係 ☎７７‐２７２８

■問合せ先　防災町民課  町民サービス係 ☎７６‐４６１４

新年度の
入園児を募集します

新年度の子ども園入園児を次のとおり募集します。
新規入園または今年度からの継続利用を希望される方は申請書類をご提出ください。

◦入園の対象となるお子さん …… 生後２カ月以上

◦申込方法など ………   令和６年12月31日以前生まれのお子さんの場合は
　　　　　　　　　　    案内資料を送付していますのでご確認のうえ書類をご提出ください。
　　　　　　　　　　    受付期間　令和７年１月24日（金）まで

　　　　　　　　　　    令和７年１月１日以降生まれのお子さんの場合は
　　　　　　　　　　    学校教育課幼児保育庶務係または各子ども園にお問合せください。

◦受付場所 …………… 八峰町教育委員会 学校教育課（ファガス2F）☎77-2728
　　　　　　　　　　  八森子ども園　　　　　☎70-4100
　　　　　　　　　　  峰浜ポンポコ子ども園　☎74-5933
◦入園要否の決定 …… 申込書類を調査のうえ、後日通知します。
◦保育料 ……………… ３歳以上児：無償
　　　　　　　　　　  ３歳未満児：県助成制度有　　※詳細は案内資料をご覧ください。

■対 象 者　令和７年度に18歳になる方
　　　　　　（平成19年４月２日～平成20年４月１日生まれ）
■受付期間　令和６年12月25日（水）～令和７年１月17日（金）※必着
■申請方法　申請窓口への持参または郵送による
■必要書類　情報提供除外申請書（町ホームページから入手可）、対象者および法定代理人

の本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証。その他は事前にご連絡く
ださい）※申請者が法定代理人の場合は法定代理人の本人確認書類も必要

　町では、自衛隊法に定められた町の法定受託事務として、自衛隊秋田地方協力本部からの依頼
に基づき、自衛官募集事務のため、町の住民基本台帳に記載された個人情報の一部（氏名、生年
月日、住所、性別）を提供しています。
　自衛隊への情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人または法
定代理人から除外申請の手続きをいただくことにより、町が自衛隊へ提供する自衛官等募集対象
者情報から除外します。

自衛官等募集対象者情報に関する除外申請について

診療時間 月
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休休
◯

火 水 金 土木
9:00～12:30
14:30～18:00

12:00まで

日／祝たむら歯科

TEL：0185‐74‐6788
◎お口の健康チェックしませんか?

予約制です。お電話ください。

〒018-2673　八峰町八森字中家後４番６

院長　  田村　誠

国民年金のご相談・お手続きについては、下記までお問合せください。
鷹巣年金事務所　　☎０１８６－６２－１４９０
八峰町福祉保健課　☎０１８５－７６－４６０８

　国民年金は、年をとったときや、いざというときの生活を現役世代みんなで支えようという考え方で作
られた仕組みです。２０歳以上６０歳未満の方は加入することが義務付けられていて、保険料を納めるこ
ととなります。
　２０歳の誕生日からおおむね２週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が日本年金機構から届きます※
ので、大切に保管するとともに、必要な手続き（保険料納付方法の選択や免除等の申請）を行ってくださ
いますようお願いします。
※厚生年金に加入している方は除きます。また、第３号被保険者に該当する場合は配偶者の勤務先を
経由しての届出が必要です。

【老後を支える終身保障】「老齢基礎年金」が受け取れる一生涯の保障です。
【万が一の障害や遺族も保障】老後だけではなく現役世代の保障も充実しています。
【保険料の控除あり】納めた保険料の全額が所得から控除されます。
【半分は国が負担】基礎年金の半分は国（税金）から支払われています。

　保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族
基礎年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合は、下記の制度をご利用ください。
【学生納付特例制度】
　学生の方で、本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。
　対象となるのは、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修
学校および各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
【納付猶予制度】
　学生でない５０歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予さ
れる制度です。
【保険料免除制度】
　本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の場合や失業した場合、保険料の納付が免除される制度
です。
　免除される額は、全額、４分の３、半額、４分の１の４種類があります。

～20歳になったら国民年金～ 加入のご案内

国民年金保険料免除等の申請について

国民年金の
ポイント
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